
議案第３６号 

 

財産の取得について 

 

別紙のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４７年阪南町条例第３７号）第３条の

規定により議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月１０日提出 

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　　 

 

 

提案理由 

小・中学校におけるＩＣＴ環境の更なる拡充に向け、令和２年度に整

備した児童・生徒１人１台学習用端末を更新するための措置
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（別紙） 

 

１　取得する財産　　小中学校学習用端末　　３，５０１台  

 

２　取 得 金 額　　金１９２，１６９，８９０円  

 

３　契 約 の 方 法　　随意契約（大阪府公立学校情報機器共同調達協議  

　　　　　　　　　　会が実施した一般競争入札において落札者決定）  

 

４　契約の相手方　　令和７年度大阪府ＧＩＧＡスクール  

（ＣｈｒｏｍｅＯＳ）共同企業体  

　代表構成員　　大阪府大阪市港区磯路二丁目２１番１号  

　　　　　　　　　　日本電通株式会社  

　　　　　　　　　　代表取締役社長　川副　和宏  

　   　　　構成員　　大阪府大阪市中央区和泉町二丁目２番２号  

　　　　　　　　　　株式会社内田洋行　大阪支店  

　　　　　　　　　　大阪支店長　岡野　清吾  

構成員　　大阪府大阪市福島区福島六丁目１４番１号  

株式会社大塚商会　ＬＡ関西営業部  

ＬＡ関西営業部長　南　英和  

構成員　　大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号  

ニッセイ新大阪ビル２０階  

Ｓｋｙ株式会社  

代表取締役　大浦　淳司
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